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(57)【要約】
【課題】改質触媒の改質可能温度への到達時間の更なる
短縮化を図ることを可能とし、且つ、電力消費という観
点においても優れた改質システムを提供すること。
【解決手段】本発明の改質システムは、少なくとも水素
を一構成成分として含む水素系燃料を空気とともに混合
ガスとして入口部から取り入れて水素を生成する改質器
であって、水素系燃料を改質して水素を生成する改質触
媒と、該改質触媒よりも上流側に配設されて酸素雰囲気
で酸化を行う酸化触媒とを有する改質器を備える改質シ
ステムにおいて、改質器よりも下流側に配置された熱交
換器であって、混合ガスの改質により生成された改質ガ
スとの間で熱交換を行う熱交換器と、熱交換器により改
質ガスから移動された熱を蓄熱する蓄熱器と、蓄熱器に
蓄熱された熱を利用して酸化触媒の昇温を促進する触媒
昇温手段とを具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも水素を一構成成分として含む水素系燃料を空気とともに混合ガスとして入口
部から取り入れて水素を生成する改質器であって、前記水素系燃料を改質して水素を生成
する改質触媒と、該改質触媒よりも上流側に配設されて酸素雰囲気で酸化を行う酸化触媒
とを有する改質器を備える改質システムにおいて、
　前記改質器よりも下流側に配置された熱交換器であって、前記混合ガスの改質により生
成された改質ガスとの間で熱交換を行う熱交換器と、
　前記熱交換器により前記改質ガスから移動された熱を蓄熱する蓄熱器と、
　前記蓄熱器に蓄熱された熱を利用して前記酸化触媒の昇温を促進する触媒昇温手段とを
具備する、改質システム。
【請求項２】
　前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度未満である場合であって前記酸化
触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記改質器内に残存している残存ガス
を前記改質器と前記蓄熱器との間で循環させうる循環路を形成し、該循環路にて前記残存
ガスを循環させて前記蓄熱器に蓄熱された熱により前記残存ガスを加熱して、該加熱され
た残存ガスにより前記酸化触媒を昇温する、請求項１に記載の改質システム。
【請求項３】
　前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度未満である場合であって前記酸化
触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記蓄熱器に蓄熱されている熱により
熱媒体を加熱して、該加熱された熱媒体を前記改質器の入口部と前記蓄熱器との間で循環
させて、該加熱された熱媒体により前記改質器の入口部から取り込まれる前記混合ガスを
加熱して、該加熱された混合ガスにより前記酸化触媒を昇温する、請求項１に記載の改質
システム。
【請求項４】
　前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度未満である場合であって前記酸化
触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記水素系燃料を前記蓄熱器を介して
前記改質器に供給する燃料迂回路を形成し、該燃料迂回路に前記水素系燃料を供給して、
前記蓄熱器に蓄熱されている熱により前記水素系燃料を加熱して、該加熱された水素系燃
料により前記酸化触媒を昇温する、請求項１に記載の改質システム。
【請求項５】
　前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度未満である場合であって前記酸化
触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記蓄熱器に蓄熱されている熱により
熱媒体を加熱して、該加熱された熱媒体を前記酸化触媒と前記蓄熱器との間で循環させて
、該加熱された熱媒体により前記酸化触媒を昇温する、請求項１に記載の改質システム。
【請求項６】
　前記触媒昇温手段は、前記熱媒体が循環する循環路に配置されて該熱媒体を補助的に加
熱しうる電気加熱式ヒーターを有する、請求項５に記載の改質システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池や内燃機関の吸気／排気系などに供給する水素を生成すべく、少な
くとも水素を一構成成分として含む水素系燃料を空気とともに混合ガスとして入口部から
取り入れて水素を生成する改質器であって、前記水素系燃料を改質して水素を生成する改
質触媒と、該改質触媒よりも上流側に配設されて酸素雰囲気で酸化を行う酸化触媒とを有
する改質器を備える、改質システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、水素系燃料と空気とを含む混合ガスの一部を、改質装置の上流側に備えた酸化反
応を行う触媒（以下、酸化触媒という）で酸化させ、その反応熱を利用して内部から改質
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反応を行う触媒（以下、改質触媒という）を昇温して改質反応を促進させる、いわゆるオ
ートサーマル方式の改質器の開発が進められている。このような改質器における課題の一
つに、改質触媒における改質反応は改質触媒温度が高温に昇温された際に起こるがゆえに
、改質触媒温度の昇温に相当の時間を要し、水素ガスの供給を必要とする装置（例えば、
内燃機関）の始動性に支障をきたす場合がある、という課題がある。
【０００３】
　このような課題を解決する一手段として、改質反応を促進させて水素ガス発生までに要
する時間の短縮化を図るべく、通電により発熱する発熱体を改質触媒の上流側に配置し、
さらに、取り入れられた混合ガスと発熱反応する触媒粒子を該発熱体に担持させる構成、
すなわち、所謂電気加熱式触媒（ＥＨＣ）を改質触媒の上流側に配置する構成を有する改
質装置が知られている（特許文献１参照）。このような改質装置の構成によれば、発熱体
への通電によって発熱体自体が昇温されるとともに発熱体に担持された触媒粒子が昇温さ
れ、該触媒粒子と取り入れられた混合ガスとの発熱反応が促進されて、加熱された混合ガ
スにより迅速に酸化触媒及び改質触媒を昇温させることができ、改質触媒の改質可能温度
への到達時間の短縮化を図ることが可能となりうる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５４８０５号公報
【特許文献２】特開２００７－２７８２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記のようなオートサーマル方式の改質器の適用が期待される技術分野は拡
大傾向にあり、改質触媒の改質可能温度への到達時間の更なる短縮化の要望がある。この
要望に対する一解決手段とし、予めに熱の供給を受けて蓄熱しておくことができる蓄熱器
を構成配置して、必要に応じて、該蓄熱器に蓄熱されている熱を利用して酸化触媒の温度
を所定温度に迅速に昇温することを可能として、改質触媒の改質可能温度への到達時間の
短縮化を図ることが考えられる。ここで、蓄熱器への蓄熱の一方法として、追加的な電気
式発熱源を用いて行うことも考えられるが、蓄熱器への蓄熱を追加的な電気式発熱源にて
行う場合には電力消費という観点において支障をきたす場合がありうる。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑み、少なくとも水素を一構成成分として含む水素系燃料を空気と
ともに混合ガスとして入口部から取り入れて水素を生成する改質器であって、水素系燃料
を改質して水素を生成する改質触媒と、該改質触媒よりも上流側に配設されて酸素雰囲気
で酸化を行う酸化触媒とを有する改質器を備える改質システムにおいて、予めに熱の供給
を受けて蓄熱しておくことができる蓄熱器を構成配置することで、改質触媒の改質可能温
度への到達時間の更なる短縮化を図ることを可能とし、且つ、電力消費という観点におい
ても優れた改質システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、少なくとも水素を一構成成分として含む水素系燃料を
空気とともに混合ガスとして入口部から取り入れて水素を生成する改質器であって、前記
水素系燃料を改質して水素を生成する改質触媒と、該改質触媒よりも上流側に配設されて
酸素雰囲気で酸化を行う酸化触媒とを有する改質器を備える改質システムにおいて、前記
改質器よりも下流側に配置された熱交換器であって、前記混合ガスの改質により生成され
た改質ガスとの間で熱交換を行う熱交換器と、前記熱交換器により前記改質ガスから移動
された熱を蓄熱する蓄熱器と、前記蓄熱器に蓄熱された熱を利用して前記酸化触媒の昇温
を促進する触媒昇温手段とを具備する、改質システムが提供される。
【０００８】
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　ところで、上記のような改質器において生成され放出される改質ガスは概して、５００
℃というような極めて高温なガス状態であるがゆえに、改質ガスが供給される装置への悪
影響を考慮して、改質ガスが供給される装置と改質器との間に熱交換器が配設されて、改
質ガスの冷却を行うものが知られている（特許文献２参照）。このような構成において、
高温状態の改質ガスから移動された熱を上記のような蓄熱に利用することができれば、蓄
熱器への蓄熱を追加的な電気式発熱源にて行うことを必要とすることなく、改質触媒の改
質可能温度への到達時間の短縮化を図ることが可能で、且つ、電力消費という観点におい
ても優れた改質システムの提供を可能としうる。
【０００９】
　このことに基づいて、請求項１に記載の発明では、水素系燃料を空気とともに混合ガス
として入口部から取り入れて水素を生成する改質器であって改質触媒と酸化触媒とを有す
る改質器を備える改質システムにおいて、混合ガスの改質により生成された改質ガスとの
間で熱交換を行う、すなわち、高温状態の改質ガスから熱を移動させて改質ガスの冷却を
行う熱交換器が、改質器の下流側に配置される。そして、この熱交換器により改質ガスか
ら移動された熱を蓄熱する蓄熱器と、該蓄熱器に蓄熱された熱を利用して酸化触媒の昇温
を促進する触媒昇温手段とを備えるように構成することで、酸化触媒の昇温に必要な熱の
蓄熱化を図り、必要に応じて、該蓄熱された熱による酸化触媒の温度の所定温度への迅速
な昇温を可能として、改質触媒の改質可能温度への到達時間の短縮化を図ることを可能と
する。尚、特許文献２においては、本発明のような構成、すなわち、必要に応じて酸化触
媒の温度を所定温度に迅速に昇温することを可能とすべく、高温の改質ガスから移動され
た熱を蓄熱器に蓄熱しておくというような構成は何ら開示されておらず、また、示唆もさ
れていない。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度
未満である場合であって前記酸化触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記
改質器内に残存している残存ガスを前記改質器と前記蓄熱器との間で循環させうる循環路
を形成し、該循環路にて前記残存ガスを循環させて前記蓄熱器に蓄熱された熱により前記
残存ガスを加熱して、該加熱された残存ガスにより前記酸化触媒を昇温する、請求項１に
記載の改質システムが提供される。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度
未満である場合であって前記酸化触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記
蓄熱器に蓄熱されている熱により熱媒体を加熱して、該加熱された熱媒体を前記改質器の
入口部と前記蓄熱器との間で循環させて、該加熱された熱媒体により前記改質器の入口部
から取り込まれる前記混合ガスを加熱して、該加熱された混合ガスにより前記酸化触媒を
昇温する、請求項１に記載の改質システムが提供される。
【００１２】
　請求項４に記載の発明によれば、前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度
未満である場合であって前記酸化触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記
水素系燃料を前記蓄熱器を介して前記改質器に供給する燃料迂回路を形成し、該燃料迂回
路に前記水素系燃料を供給して、前記蓄熱器に蓄熱されている熱により前記水素系燃料を
加熱して、該加熱された水素系燃料により前記酸化触媒を昇温する、請求項１に記載の改
質システムが提供される。
【００１３】
　請求項５に記載の発明によれば、前記触媒昇温手段は、前記酸化触媒の温度が所定温度
未満である場合であって前記酸化触媒の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、前記
蓄熱器に蓄熱されている熱により熱媒体を加熱して、該加熱された熱媒体を前記酸化触媒
と前記蓄熱器との間で循環させて、該加熱された熱媒体により前記酸化触媒を昇温する、
請求項１に記載の改質システムが提供される。
【００１４】
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　請求項６に記載の発明によれば、前記触媒昇温手段は、前記熱媒体が循環する循環路に
配置されて該熱媒体を補助的に加熱しうる電気加熱式ヒーターを有する、請求項５に記載
の改質システムが提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　各請求項に記載の発明によれば、水素系燃料を空気とともに混合ガスとして入口部から
取り入れて水素を生成する改質器であって、改質触媒と該改質触媒よりも上流側に配設さ
れる酸化触媒とを有する改質器を備える改質システムにおいて、熱交換器により高温の改
質ガスから移動された熱の供給を受けて蓄熱しておくことができる蓄熱器を構成配置する
ことで、改質触媒の改質可能温度への到達時間の更なる短縮化を図ることを可能とし、且
つ、電力消費という観点においても優れた改質システムを提供することを可能とする、と
いう共通の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の改質システムの全体構成の一実施形態を示す図である。
【図２】図１に示された実施形態の改質システムにおける触媒昇温制御の一実施形態を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図である。
【図４】図３に示された実施形態の改質システムにおける触媒昇温制御の一実施形態を示
すフローチャートである。
【図５】本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図である。
【図６】図５に示された実施形態の改質システムにおける触媒昇温制御の一実施形態を示
すフローチャートである。
【図７】本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図である。
【図８】本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図である。
【図９】本発明の改質システムにおける蓄熱器の一実施形態を示す図である。
【図１０】本発明の改質システムにおける蓄熱器の別の一実施形態を示す図である。
【図１１】本発明の改質システムにおける蓄熱器の別の一実施形態を示す図である。
【図１２】従来技術における改質システムの一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を用いて本発明に係る改質システムの実施形態について説明する。図１
は、本発明の改質システムの全体構成の一実施形態を示す図であり、図１に示される改質
システムは、改質器にて生成された改質ガスを内燃機関に供給するように構成されるもの
である。図１において、１は改質器、２は改質触媒、３は酸化触媒、４は電気加熱式ヒー
ター、５は熱交換器、１４は改質器入口バルブ、１５は改質器出口バルブ、１６は改質器
用燃料インジェクタ、２１は蓄熱器、２２は循環ポンプ、２３は循環路用第１バルブ、２
４は循環路用第２バルブ、をそれぞれ示す。尚、内燃機関１３における吸気系において、
スロットルバルブ１２と、該スロットルバルブ１２により調整された吸入空気量を測定す
るエアフローメータ１１と、該吸気系に燃料を噴射する機関用燃料インジェクタ１７とが
配置される。
【００１８】
　図１に示される実施形態における改質器１は、少なくとも水素を一構成成分として含む
水素系燃料を改質して水素を生成する改質器であって、水素系燃料を改質して水素を生成
する改質触媒２と、該改質触媒２よりも上流側に配設されて酸素雰囲気で部分酸化や完全
酸化などの酸化を行う酸化触媒３と、改質触媒２及び酸化触媒３を内部に収容する外装筐
体とを有して構成される。そして、外装筐体は、酸化触媒３よりも上流側に配設された上
流側通路から水素系燃料を空気とともに混合ガスとして取り入れる入口部と、生成された
改質ガスを改質触媒２よりも下流側に配設された下流側通路に放出する出口部と、改質触
媒２及び酸化触媒３の外周囲を取り囲む外周壁部とを有して構成される。さらに図１に示
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される実施形態においては、外装筐体の内部であって酸化触媒３の上流側に、入口部から
取り入れられた混合ガスを加熱して酸化触媒３の昇温を促進する電気加熱式ヒーター４が
配設される。
【００１９】
　改質触媒２は、上流側流路から取り入れられた水素系燃料を改質して水素を生成すると
いう役割を果たすものであり、水素系燃料を改質するための触媒粒子が配置される。本実
施形態における改質触媒２は、ハニカム構造にて形成され、取り入れられた混合ガスが流
れる方向に沿って形成されている複数の流路を有するものとされる。そして、改質触媒２
の触媒粒子は担持体に担持されているものとされ、該担持体は、例えば酸化アルミニウム
で形成され、基材にて支持されるものとする。また、取り入れられた水素系燃料を改質す
るための触媒粒子の金属としては、白金やルテニウム等の貴金属や、あるいは、ニッケル
やコバルト等の卑金属を例示することができるが、これらに限られることはなく、取り入
れられた水素系燃料の改質をもたらしうるような任意の金属から構成されることができる
。
【００２０】
　一方で、酸化触媒３は、改質触媒２よりも上流側に配設されて酸素雰囲気で酸化を行う
ものであり、入口部から水素系燃料とともに取り入れられる空気中の酸素を用いて水素系
燃料の一部を燃焼して、該燃焼により生じた熱を用いて下流側に配置された改質触媒２の
改質可能温度への昇温を促進する役割を果たすものであり、上流側流路から取り入れられ
た水素系燃料の一部を、部分酸化や完全酸化などの酸化をさせるための触媒粒子が配置さ
れる。本実施形態における酸化触媒３は、改質触媒２と同様にハニカム構造にて形成され
、取り入れられた混合ガスが流れる方向に沿って形成されている複数の流路を有するもの
とされる。そして、酸化触媒３の触媒粒子についても、改質触媒２と同様に担持体に担持
されているものとされ、該担持体は、例えば酸化アルミニウムで形成され、基材にて支持
されるものとする。取り入れられた水素系燃料を酸化するための触媒粒子の金属としては
、白金等の貴金属や鉄等の卑金属を例示することができるが、これらに限られることはな
く、取り入れられた燃料の酸化をもたらしうるような任意の金属から構成されることがで
きる。
【００２１】
　本実施形態における改質器１においては、外装筐体の内部であって酸化触媒３の上流側
に、入口部から取り入れられた混合ガスを加熱して酸化触媒３の昇温を促進する電気加熱
式ヒーター４が配設される。このような電気加熱式ヒーターとして本実施形態においては
、電気加熱式触媒(ＥＨＣ)が配設される。この電気加熱式触媒は、触媒コート層が形成さ
れた担体基材と、該担体基材を電気的に加熱する加熱手段とを備えて構成され、入口部か
ら水素系燃料とともに取り入れられる空気中の酸素を用いて水素系燃料の一部を燃焼して
、該燃焼により生じた熱を用いて混合ガスを加熱して、下流側に配置された酸化触媒３や
改質触媒２のそれぞれの所定温度への昇温を促進する役割を果たす。
【００２２】
　尚、本実施形態においては、電気加熱式触媒４は、主として酸化触媒３が酸化可能温度
となる所定温度に昇温されるまでの間において補助的に使用されるものとされ、酸化触媒
３が所定温度に昇温された後においては通電が停止され、その使用が停止されるものとす
る。また、本実施形態においては、酸化触媒３が所定温度に昇温されるまでの間の昇温促
進手段として電気加熱式触媒４を配置するが、これに限られることはなく、入口部を介し
て取り入れられた混合気を、通電などすることにより加熱しうるような機能を有する電気
加熱式ヒーターであれば、どのような電気加熱式ヒーターが使用されてもよい。さらには
、本実施形態においては、酸化触媒３の迅速な所定温度への昇温を目的として酸化触媒３
の上流側に電気加熱式ヒーターのような昇温促進手段を配置しているが、このような昇温
促進手段は配置されなくともよく、このような昇温促進手段の必要性の有無は概して酸化
触媒３の性能に応じて決定される。
【００２３】
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　上記のような改質触媒２と酸化触媒３と電気加熱式ヒーター４とを有して構成される本
実施形態における改質器１においては、酸化触媒３の温度が酸化可能温度よりも低いよう
な低温状態にあるような場合に、電気加熱式ヒーター４への通電がなされて酸化触媒３の
酸化可能温度への迅速な昇温が行われる。そして、酸化可能温度に昇温された酸化触媒３
における酸化反応による反応熱を利用して、改質反応を行う改質触媒２を昇温して改質反
応を促進させる、いわゆるオートサーマル方式の改質制御が実行される。
【００２４】
　このようなオートサーマル方式の改質制御が行われる改質器に対して、先にも述べたよ
うに、改質触媒の改質可能温度への到達時間の更なる短縮化の要望がある。この要望に対
して、本発明では、予めに熱の供給を受けて蓄熱しておくことができる蓄熱器を構成配置
することで、改質触媒の改質可能温度への到達時間の更なる短縮化を図ることを可能とす
るとともに、電力消費という観点においても優れた改質システムを提供することを目的と
する。
【００２５】
　ところで、上記のようなオートサーマル式の改質器においては概して、該改質器にて生
成され放出される改質ガスは約５００℃というような極めて高温なガス状態である故に、
改質ガスが供給される装置への悪影響を考慮して、改質ガスが供給される装置と改質器と
の間に熱交換器が配設されて改質ガスの冷却が行われている。図１２は、このような従来
技術の改質システムの一実施形態を示す。図１２に示す符号は図１と同様に、１は改質器
、２は改質触媒、３は酸化触媒、４は電気加熱式ヒーター、５は熱交換器、１４は改質器
入口バルブ、１６は改質器用燃料インジェクタ、をそれぞれ示す。このような構成におい
て、高温状態の改質ガスから移動された熱を上記のような蓄熱に利用することができれば
、蓄熱器への蓄熱を追加的な電気式発熱源にて行うことを必要とすることなく、改質触媒
の改質可能温度への到達時間の短縮化を図ることが可能で、且つ、電力消費という観点に
おいても優れた改質システムの提供を可能としうる。
【００２６】
　このことに基づいて、本発明の改質システムにおいては、改質器により生成された高温
状態の改質ガスから熱を移動させて改質ガスの冷却を行う熱交換器が改質器の下流側に配
置され、該熱交換器により改質ガスから移動された熱を蓄熱する蓄熱器と、該蓄熱器に蓄
熱された熱を利用して酸化触媒の昇温を促進する触媒昇温手段とを備えるように構成する
ことで、酸化触媒の昇温に必要な熱の蓄熱化を図り、必要に応じて、該蓄熱された熱によ
る酸化触媒温度の所定温度への迅速な昇温を可能として、改質触媒の改質可能温度への到
達時間の短縮化を図ることを可能とする。
【００２７】
　図１に示される実施形態の改質システムにおいては、改質器１と熱交換器５と蓄熱器２
１とを有して構成される。そして、蓄熱器２１に蓄熱された熱を利用して酸化触媒３の昇
温を促進する触媒昇温手段は、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化
触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、改質器１内に残存している残存ガス
を改質器１と蓄熱器２１との間で循環させうる循環路を形成し、該循環路にて残存ガスを
循環させて蓄熱器２１に蓄熱された熱により残存ガスを加熱して、該加熱された残存ガス
により酸化触媒３を昇温するように構成される。
【００２８】
　図２は、図１に示される実施形態の改質システムにおける触媒昇温手段による触媒昇温
制御の一実施形態を示すフローチャートである。図２に示される実施形態の改質システム
における触媒昇温制御においては、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって
酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場合に本制御が開始されるものとし、
また、開始される前においては、改質器入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５と循環
路用第１バルブ２３及び循環路用第２バルブ２４との全てのバルブが閉鎖されているもの
とする。蓄熱器２１には、熱交換器５により改質ガスから移動された熱が蓄積されている
ものとする。
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【００２９】
　酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇
温する必要があり触媒昇温制御が開始されると、まず、ステップ１０１にて、循環路用第
１バルブ２３及び循環路用第２バルブ２４は開放されて、改質器１内に残存している残存
ガスを改質器１と蓄熱器２１との間で循環させうる循環路が形成される。その一方で、改
質器入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５は閉鎖状態が維持され、改質器１への外部
からの空気の流通が停止されたままの状態とされる。そして、このようなバルブ状態にて
、電気加熱式ヒーター４がオンされて作動される。
【００３０】
　ステップ１０１に続くステップ１０２においては、改質器１内に残存する残存ガスの循
環路に配設された循環ポンプ２２がオンされて作動され、これにより、改質器１と蓄熱器
２１との間の残存ガスの循環が開始される。この際、電気加熱式ヒーター４は加熱されて
おり、また、蓄熱器２１には改質ガスからの熱交換により得られた熱が蓄熱されている。
従って、このような触媒昇温制御により、改質器１と蓄熱器２１との間を循環する残存ガ
スを電気加熱式ヒーター４及び蓄熱器２１の熱により加熱させることができ、昇温された
残存ガスにより酸化触媒３の昇温を促進させることが可能となる。
【００３１】
　ステップ１０２に続くステップ１０３においては、酸化触媒３の温度が所定温度以上に
達したか否かの判定がなされ、酸化触媒３の温度が所定温度以上であると判定されると、
続くステップ１０４に進む。一方で、酸化触媒３の温度が所定温度に達していないと判定
されると、ステップ１０１及びステップ１０２の制御が継続して実行され、すなわち、加
熱された残存ガスの改質器１と蓄熱器２１との間の循環による酸化触媒３の昇温が継続し
て行われる。
【００３２】
　ステップ１０４においては、酸化触媒３の温度が所定温度以上となっているので、循環
ポンプ２２がオフされて作動が中止されて、加熱された残存ガスの改質器１と蓄熱器２１
との間の循環による酸化触媒３の昇温が停止される。そして、この際に、循環路用第１バ
ルブ２３及び循環路用第２バルブ２４は閉鎖されて、改質器１内に残存している残存ガス
を改質器１と蓄熱器２１との間で循環させうる循環路が閉鎖される。その一方で、改質器
入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５が開放され、改質器１への外部からの空気の流
通が可能な状態とされる。
【００３３】
　ステップ１０４に続くステップ１０５においては、電気加熱式ヒーター４がオフされて
作動が停止されて、さらに、ステップ１０５に続くステップ１０６にて、改質器用燃料イ
ンジェクタ１６による燃料の供給が行われるとともに、改質器１への空気の供給が行われ
改質が開始される。なお、改質器１が運転中は改質ガスを熱交換器５で冷却し、熱交換器
５で奪った熱を蓄熱器２１へ蓄熱して次回の起動に用いる。そして、改質器１の運転が不
要となると本制御は終了され、その際、改質器入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５
と循環路用第１バルブ２３及び循環路用第２バルブ２４との全てのバルブが閉鎖され、改
質器１への外部から空気の流通が中止される。
【００３４】
　以上のような図２に示される改質システムの触媒昇温制御によれば、酸化触媒３の温度
が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場
合、改質器１内に残存している残存ガスを改質器１と蓄熱器２１との間で循環させうる循
環路を形成し、該循環路にて残存ガスを循環させて蓄熱器２１に蓄熱された熱により残存
ガスを加熱して、該加熱された残存ガスにより酸化触媒３を昇温することを可能とする。
ちなみに、蓄熱器２１に蓄熱された熱による残存ガスの加熱のみでも酸化触媒３の昇温の
促進は可能であり、図１に示された実施形態においては、電気加熱式ヒーター４が改質器
１の一構成要素として含まれるものとされているが、これに限られるものではなく、電気
加熱式ヒーター４が改質器１の構成から除かれてもよい。
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【００３５】
　図３は、本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図であり、図３に示
される改質システムは、図１に示される実施形態と同様に、改質器にて生成された改質ガ
スを内燃機関に供給するように構成されるものである。図３において、３１は蓄熱器、３
２は循環ポンプ、３３は改質器の入口部、をそれぞれ示す。尚、図３における改質器１、
改質触媒２、酸化触媒３、電気加熱式ヒーター４、熱交換器５、エアフローメータ１１、
スロットルバルブ１２、内燃機関１３、改質器入口バルブ１４、改質器出口バルブ１５、
改質器用燃料インジェクタ１６及び機関用燃料インジェクタ１７のそれぞれは、図１に示
された実施形態のものと同様の構成配置とされる。
【００３６】
　図３に示される実施形態の改質システムは、改質器１と熱交換器５と蓄熱器３１とを有
して構成される。そして、蓄熱器３１に蓄熱された熱を利用して酸化触媒３の昇温を促進
する触媒昇温手段は、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒の温
度を所定温度に昇温する必要がある場合、蓄熱器３１に蓄熱されている熱により熱媒体を
加熱して、該加熱された熱媒体を改質器１の入口部３３と蓄熱器３１との間で循環させて
、該加熱された熱媒体により改質器１の入口部３３から取り込まれる混合ガスを加熱して
、該加熱された混合ガスにより酸化触媒３を昇温する。
【００３７】
　図４は、図３に示された実施形態の改質システムにおける制御の一実施形態を示すフロ
ーチャートである。図４に示される実施形態の改質システムにおける触媒昇温制御におい
ては、図２に示される制御と同様に、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であっ
て酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場合に本制御が開始されるものとす
る。また、開始される前においては、改質器入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５は
閉鎖されているものとする。さらに、蓄熱器３１には、熱交換器５により改質ガスから移
動された熱が蓄積されているものとする。
【００３８】
　酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇
温する必要があり触媒昇温制御が開始されると、まず、ステップ２０１にて、改質器入口
バルブ１４及び改質器出口バルブ１５が開放され、改質器１への外部からの空気の流通が
可能とされる。そして、このようなバルブ状態にて、改質器１の入り口部３３と蓄熱器３
１との間の熱媒体の循環をもたらす循環通路に配置された循環ポンプ３２がオンされて作
動され、改質器１の入り口部３３と蓄熱器３１との間の熱媒体の循環がもたらされる。
【００３９】
　ステップ２０１に続くステップ２０２においては、電気加熱式ヒーター４がオンされて
作動され、電気加熱式ヒーター４が加熱される。そして、ステップ２０２に続くステップ
２０３にて、改質器用燃料インジェクタ１６による燃料の供給が行われるとともに、改質
器１への空気の供給が行われる。この際、蓄熱器３１には改質ガスからの熱交換により得
られた熱が蓄熱されており、改質器１の入口部３３と蓄熱器３１との間で循環する熱媒体
を加熱させることができる。従って、このような触媒昇温制御により、改質器１の入口部
３３から取り込まれる混合ガスを、改質器１の入口部３３と蓄熱器３１との間で循環する
加熱された熱媒体と電気加熱式ヒーター４とにより加熱させることができ、このように加
熱させた混合気により酸化触媒３の昇温を促進させることが可能となる。
【００４０】
　ステップ２０３に続くステップ２０４においては、酸化触媒３の温度が所定温度以上に
達したか否かの判定がなれ、酸化触媒３の温度が所定温度以上であると判定されると、続
くステップ２０５に進む。一方で、酸化触媒３の温度が所定温度に達していないと判定さ
れると、ステップ２０１からステップ２０３の制御が継続して実行され、すなわち、改質
器１の入口部３３と蓄熱器３１との間で循環する加熱された熱媒体と電気加熱式ヒーター
４とにより加熱された混合ガスによる酸化触媒３の昇温が継続して行われる。
【００４１】
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　ステップ２０５においては、酸化触媒３の温度が所定温度以上となっているので、電気
加熱式ヒーター４がオフされ作動が中止されて、さらに、ステップ２０５に続くステップ
２０６にて、循環ポンプ３２がオフされ作動が中止されて、改質器１の入口部３３と蓄熱
器３１との間で熱媒体の循環が中止され改質器１が通常運転状態に入る。なお、改質器１
が運転中は改質ガスを熱交換器５で冷却し、熱交換器５で奪った熱を蓄熱器３１へ蓄熱し
て次回の起動に用いる。そして、改質器１の運転が不要となると本制御は終了され、その
際、改質器入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５が閉鎖され、改質器１への外部から
空気の流通が中止される。
【００４２】
　以上のような図４に示される改質システムの触媒昇温制御によれば、酸化触媒３の温度
が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場
合、蓄熱器３１に蓄熱されている熱により熱媒体を加熱して、該加熱された熱媒体を改質
器１の入口部３３と蓄熱器３１との間で循環させて、該加熱された熱媒体により改質器１
の入口部から取り込まれる混合ガスを加熱して、該加熱された混合ガスにより酸化触媒３
を昇温することを可能とする。ちなみに、蓄熱器３１に蓄熱された熱による熱媒体の加熱
のみでも酸化触媒３の昇温の促進は可能であり、図３に示された実施形態においては、電
気加熱式ヒーター４が改質器１の一構成要素として含まれるものとされているが、これに
限られるものではなく、電気加熱式ヒーター４が改質器１の構成から除かれてもよい。
【００４３】
　図５は、本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図であり、図５に示
される改質システムは、図１に示される実施形態と同様に、改質器にて生成された改質ガ
スを内燃機関に供給するように構成されるものである。図５において、４１は蓄熱器、４
２は迂回燃料バルブ、４３は改質器用迂回燃料インジェクタ、をそれぞれ示す。尚、図５
における改質器１、改質触媒２、酸化触媒３、電気加熱式ヒーター４、熱交換器５、エア
フローメータ１１、スロットルバルブ１２、内燃機関１３、改質器入口バルブ１４、改質
器出口バルブ１５、改質器用燃料インジェクタ１６及び機関用燃料インジェクタ１７のそ
れぞれは、図１に示された実施形態のものと同様の構成配置とされる。
【００４４】
　図５に示される実施形態の改質システムは、改質器１と熱交換器５と蓄熱器４１とを有
して構成される。そして、蓄熱器４１に蓄熱された熱を利用して酸化触媒３の昇温を促進
する触媒昇温手段は、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって前記酸化触媒
の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、水素系燃料を蓄熱器４１を介して改質器１
に供給しうる燃料迂回路を形成し、該燃料迂回路に水素系燃料を供給して、蓄熱器４１に
蓄熱されている熱により水素系燃料を加熱して、該加熱された水素系燃料により酸化触媒
３を昇温する。
【００４５】
　図６は、図５に示された実施形態の改質システムにおける触媒昇温制御の一実施形態を
示すフローチャートである。図６に示される実施形態の改質システムにおける触媒昇温制
御においては、図２に示される制御と同様に、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場
合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場合に本制御が開始される
ものとする。また、開始される前においては、改質器入口バルブ１４及び改質器出口バル
ブ１５と迂回燃料バルブ４２とは閉鎖されているものとする。さらに、蓄熱器４１には、
熱交換器５により改質ガスから移動された熱が蓄積されているものとする。
【００４６】
　酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇
温する必要があり触媒昇温制御が開始されると、まず、ステップ３０１にて、改質器入口
バルブ１４及び改質器出口バルブ１５と迂回燃料バルブ４２とが開放され、改質器１への
外部からの空気の流通および改質器用迂回燃料インジェクタ４３からの燃料噴射が可能と
される。そして、電気加熱式ヒーター４がオンされて作動され、電気加熱式ヒーター４が
加熱される。
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【００４７】
　ステップ３０１に続くステップ３０２においては、迂回燃料インジェクタ４３による燃
料の供給が行われるとともに、改質器１への空気の供給が行われる。この際、電気加熱式
ヒーター４は加熱されており、また、蓄熱器４１には改質ガスからの熱交換により得られ
た熱が蓄熱されており、蓄熱器４１に蓄熱されている熱により燃料迂回路を流通する燃料
を加熱することができる。従って、このような触媒昇温制御により、加熱された燃料と電
気加熱式ヒーター４とにより、改質器１の入口部から取り込まれる混合ガスを加熱された
混合気とすることができ、このように加熱させた混合気により酸化触媒３の昇温を促進さ
せることが可能となる。
【００４８】
　ステップ３０２に続くステップ３０３においては、酸化触媒３の温度が所定温度以上に
達したか否かの判定がなれ、酸化触媒３の温度が所定温度以上であると判定されると、続
くステップ３０４に進む。一方で、酸化触媒３の温度が所定温度に達していないと判定さ
れると、ステップ３０１からステップ３０２の制御が継続して実行され、すなわち、加熱
された燃料と電気加熱式ヒーター４とによりもたらされた加熱された混合ガスによる酸化
触媒３の昇温が継続して行われる。
【００４９】
　ステップ３０４においては、酸化触媒３の温度が所定温度以上となっているので、電気
加熱式ヒーター４がオフされ作動が中止される。そして、ステップ３０４に続くステップ
３０５においては、迂回燃料バルブ４２が閉鎖されて、改質器用迂回燃料インジェクタ４
３からの改質器１への燃料供給が中止されて、改質器用燃料インジェクタ１６からの改質
器１への燃料供給に切換えられ、改質器１の通常運転が開始される。なお、改質器１が運
転中は改質ガスを熱交換器５で冷却し、熱交換器５で奪った熱を蓄熱器４１へ蓄熱して次
回の起動に用いる。そして、改質器１の運転が不要となると本制御は終了され、その際、
改質器入口バルブ１４及び改質器出口バルブ１５が閉鎖され、改質器１への外部から空気
の流通が中止される。
【００５０】
　以上のような図６に示される改質システムの触媒昇温制御によれば、酸化触媒３の温度
が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場
合、蓄熱器４１に蓄熱されている熱により改質器１に噴射する燃料を加熱して、該加熱さ
れた燃料と電気加熱式ヒーター４とにより、改質器１の入口部から取り込まれる混合ガス
を加熱された混合気として、該加熱させた混合気により酸化触媒３を昇温することを可能
とする。ちなみに、蓄熱器４１に蓄熱された熱による燃料の加熱のみでも酸化触媒３の昇
温の促進は可能であり、図５に示された実施形態においては、電気加熱式ヒーター４が改
質器１の一構成要素として含まれるものとされているが、これに限られるものではなく、
電気加熱式ヒーター４が改質器１の構成から除かれてもよい。
【００５１】
　図７は、本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図である。図７にお
いて、５１は蓄熱器、５２は第１循環ポンプ、５３は電気加熱式ヒーター、５４は第２循
環ポンプ、５５は第３循環ポンプ、をそれぞれ示す。尚、図７における改質器１、改質触
媒２、酸化触媒３、熱交換器５、改質器入口バルブ１４及び改質器用燃料インジェクタ１
６のそれぞれは、図１に示された実施形態のものと同様の構成配置とされる。
【００５２】
　図７に示される実施形態の改質システムは、改質器１と熱交換器５と蓄熱器５１とを有
して構成される。そして、蓄熱器５１に蓄熱された熱を利用して酸化触媒３の昇温を促進
する触媒昇温手段は、酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の
温度を所定温度に昇温する必要がある場合、蓄熱器５１に蓄熱されている熱により熱媒体
を加熱して、該加熱された熱媒体を酸化触媒３と蓄熱器５１との間で循環させて、該加熱
された熱媒体により酸化触媒３を昇温する。
【００５３】
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　図７における改質システムにおいては、図２に示される触媒昇温制御と同様に、酸化触
媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必
要がある場合に本改質システムの触媒昇温手段による触媒昇温制御が開始されるものとす
る。また、該触媒昇温制御が開始される前においては、改質器入口バルブ１４は閉鎖され
ているものとする。さらに、蓄熱器５１には、熱交換器５と蓄熱器５１との間の熱媒体の
循環をもたらす循環路に配置された第２循環ポンプ５４を使用して、熱交換器５により改
質ガスから移動された熱が蓄積されているものとする。
【００５４】
　尚、図１や図３や図５に示される実施形態においては、熱交換器５と蓄熱器との間の熱
媒体の循環をもたらす循環通路に配置された循環ポンプは特に示されていないが、本実施
形態に示されるような第２循環ポンプ５４と同様の循環ポンプが配置構成されているもの
とする。また、本実施形態においては、生成された改質ガスのさらなる冷却の必要性が生
じる場合、すなわち、改質ガスの熱の蓄熱器への移動が行われてもなお余剰熱が存在して
改質ガスの熱の更なる移動の必要性が生じるような場合を考慮して、熱交換器５に対して
余剰熱廃棄循環路と、該余剰熱廃棄循環路内の熱媒体の循環をもたらす第３循環ポンプ５
５とが構成配置される。このような余剰熱廃棄循環路と第３循環ポンプ５５とは、図１や
図３や図５に示される実施形態に対しても適用されてもよい。
【００５５】
　酸化触媒３の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇
温する必要があり触媒昇温制御が開始されると、まず、改質器入口バルブ１４が開放され
、改質器１への外部からの空気の流通が可能とされる。そして、このようなバルブ状態に
て、酸化触媒３と蓄熱器５１との間の熱媒体の循環をもたらす循環路に配置された第１循
環ポンプ５２がオンされて作動され、酸化触媒３と蓄熱器５１との間の熱媒体の循環がも
たらされる。
【００５６】
　次に、蓄熱器５１と酸化触媒３との間の熱媒体の循環をもたらす循環路に配置されて熱
媒体を補助的に加熱しうる電気加熱式ヒーター５３がオンされて作動され、電気加熱式ヒ
ーター５３が加熱される。そして、改質器用燃料インジェクタ１６による燃料の供給が行
われるとともに、改質器１への空気の供給が行われる。この際、電気加熱式ヒーター５３
は加熱されており、また、蓄熱器５１には改質ガスからの熱交換により得られた熱が蓄熱
されており、酸化触媒３と蓄熱器５１との間で循環する熱媒体を加熱させることができる
。従って、このような触媒昇温制御により、酸化触媒３の昇温を促進させることが可能と
なる。尚、熱媒体の補助的な加熱を行う電気加熱式ヒーター５３は、例えば、蓄熱器にて
加熱された熱媒体の温度が酸化触媒が活性化する温度よりも低い場合などのみに使用され
るものとされてもよい。
【００５７】
　以上のような図７に示される改質システムによれば、酸化触媒３の温度が所定温度未満
である場合であって酸化触媒３の温度を所定温度に昇温する必要がある場合、蓄熱器５１
に蓄熱されている熱により熱媒体を加熱して、該加熱された熱媒体を酸化触媒３と蓄熱器
５１との間で循環させて、酸化触媒３の昇温を促進させることを可能とする。ちなみに、
蓄熱器５１に蓄熱された熱による熱媒体の加熱のみでも酸化触媒３の昇温の促進は可能で
あり、図７に示された実施形態においては、電気加熱式ヒーター５３が触媒昇温手段の一
構成要素として含まれるものとされているが、これに限られるものではなく、電気加熱式
ヒーター５３が構成から除かれてもよい。
【００５８】
　図８は、本発明の改質システムの全体構成の別の一実施形態を示す図である。図８に示
される実施形態の改質システムは、図１に示される実施形態と同様の構成に加えて、さら
に、内燃機関の排気ガスの熱を蓄熱器に蓄熱する排気ガス熱蓄熱手段を有して構成される
。すなわち、本実施形態においては、内燃機関の排気ガスの熱を蓄熱器に蓄熱する排気ガ
ス熱蓄熱手段を有して構成され、改質ガスの熱とともに内燃機関の排気ガスの熱を蓄熱器
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に蓄熱し、該蓄熱された熱を利用して酸化触媒の昇温を促進する。
【００５９】
　本実施形態における排気ガス熱蓄熱手段は、内燃機関１３からの排気ガスとの間で熱交
換を行う熱交換器２５が、内燃機関１３の排気系に配置されて構成される。そして、排気
ガス熱蓄熱手段は、内燃機関１３の排気系に配置された熱交換器２５と蓄熱器２１との間
の熱媒体の循環をもたらす循環路に配置された循環ポンプを使用して、熱交換器２５によ
り排気ガスの熱を移動して、該移動された熱を蓄熱器２１に供給して蓄熱するように構成
される。
【００６０】
　このような図８に示される改質システムの構成によれば、生成された改質ガスの熱とと
もに内燃機関からの排気ガスの熱をも、蓄熱器２１に対する蓄熱の熱源として利用するこ
とができ、より確実に蓄熱器２１に対する蓄熱を可能とする。尚、本実施形態において示
された排気ガス熱蓄熱手段は、図１に示された実施形態のみならず、図３や図５や図７に
示された実施形態において適用されてよい。
【００６１】
　図９は、本発明の改質システムにおける蓄熱器の一実施形態を示す図であって、特に、
図１や図５や図８に示される実施形態の改質システムに使用される蓄熱器の一実施形態を
示す図である。本実施形態における蓄熱器は、外装筐体６１と内装筐体６２と断熱層６３
とを有して構成される。内装筐体６２内には、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交
換器５と蓄熱器との間の熱媒体６４の循環をもたらす循環路の一部が配置され、また、混
合ガスあるいは燃料６５の出入り口が備えられて構成される。そして、熱媒体により供給
された熱を蓄熱すべく、外装筐体６１と内装筐体６２との間には断熱層６３が形成される
。本実施形態においては、断熱層６３は真空空間として形成されるものとする。しかしな
がら、これに限定されることはなく、断熱層６３の形態は、設計仕様などにより適当に決
定され、例えば、断熱材が充填されるような構成とされてもよい。また、本実施形態にお
いては、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交換器５と蓄熱器との間を循環する熱媒
体として、例えば、水や溶融塩やシリコンオイルなどが適用されるものとする。
【００６２】
　図１０は、本発明の改質システムにおける蓄熱器の別の一実施形態を示す図であって、
特に、図３や図７に示される実施形態の改質システムに使用される蓄熱器の一実施形態を
示す図である。本実施形態における蓄熱器は、所謂化学蓄熱による蓄熱を行うように構成
されるものであり、外装筐体７１と、該外装筐体７１とバルブ７３を介して流体連通され
るアンモニア（ＮＨ3）の貯蔵室７２とを有して構成される。
【００６３】
　外装筐体７１内には、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交換器５と蓄熱器との間
の熱媒体７５の循環をもたらす循環路の一部と、蓄熱器と改質器の入口部あるいは酸化触
媒との間の熱媒体７４の循環をもたらす循環路の一部とが配置される。そして、外装筐体
７１内部には金属塩が充填される。尚、本実施形態においては、生成された改質ガスとの
熱交換を行う熱交換器５と蓄熱器との間、および、蓄熱器と改質器の入口部あるいは酸化
触媒との間を循環する熱媒体として、例えば、水や溶融塩やシリコンオイルなどが適用さ
れるものとする。
【００６４】
　本実施形態においては、酸化触媒の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒の
温度を所定温度に昇温する必要がある場合、貯蔵室７２のアンモニアを外装筐体７１内に
侵入させて、金属塩にアンモニアが吸収される際に生じる反応熱をもたらし、これにより
、蓄熱器と改質器の入口部あるいは酸化触媒との間を循環する熱媒体７４を加熱し、該加
熱された熱媒体７４を利用して酸化触媒の昇温を行うように構成される。一方で、蓄熱器
に対する蓄熱を行う場合においては、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交換器５と
蓄熱器との間を循環する熱媒体７５により供給された熱により、金属塩に吸収されていた
アンモニアを脱離させて、該脱離されたアンモニアを次の酸化触媒の昇温の際に使用しう
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るように、貯蔵室７２に貯蔵するように構成される。尚、外装筐体７１とアンモニア（Ｎ
Ｈ3）の貯蔵室７２との間に介設されるバルブ７３は、酸化触媒を昇温する際および蓄熱
器の蓄熱を行う際に開放され、改質器自体が使用されていない際には閉鎖されているもの
とする。
【００６５】
　図１１は、本発明の改質システムにおける蓄熱器の別の一実施形態を示す図であって、
特に、図３や図７に示される実施形態の改質システムに使用される蓄熱器の一実施形態を
示す図である。本実施形態における蓄熱器は、外装筐体８２と内装筐体８３と断熱層８４
とを有して構成される。内装筐体８３内には、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交
換器５と蓄熱器との間の熱媒体９０の循環をもたらす循環路の一部と、蓄熱器と改質器の
入口部あるいは酸化触媒との間の熱媒体８９の循環をもたらす循環路の一部とが配置され
る。そして、それぞれの循環路の各出入り口にバルブ８５～８７が配置される。生成され
た改質ガスとの熱交換を行う熱交換器５と蓄熱器との間を循環する熱媒体９０により供給
された熱を蓄熱すべく、外装筐体８２と内装筐体８３との間には断熱層８４が形成される
。本実施形態においては、断熱層８４は真空空間として形成されるものとする。しかしな
がら、これに限定されることはなく、断熱層８４の形態は、設計仕様などにより適当に決
定され、例えば、断熱材が充填されるような構成とされてもよい。また、本実施形態にお
いては、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交換器５と蓄熱器との間を循環する熱媒
体９０、および、蓄熱器と改質器の入口部あるいは酸化触媒との間を循環する熱媒体８９
として、例えば、水や溶融塩やシリコンオイルなどが適用されるものとする。
【００６６】
　本実施形態においては、酸化触媒の温度が所定温度未満である場合であって酸化触媒の
温度を所定温度に昇温する必要がある場合、生成された改質ガスとの熱交換を行う熱交換
器５と蓄熱器との間の熱媒体の循環をもたらす循環路の蓄熱器に対する出入り口に配設さ
れたバルブ８７、８８が閉鎖され、蓄熱器と改質器の入口部あるいは酸化触媒との間の熱
媒体の循環をもたらす循環路の蓄熱器に対する出入り口に配設されたバルブ８５、８６が
開放され、蓄熱器の蓄熱により加熱された熱媒体８９を利用して酸化触媒の昇温を行うよ
うに構成される。一方で、蓄熱器に対する蓄熱を行う場合においては、生成された改質ガ
スとの熱交換を行う熱交換器５と蓄熱器との間の熱媒体の循環をもたらす循環路の蓄熱器
に対する出入り口に配設されたバルブ８７、８８が開放され、蓄熱器と改質器の入口部あ
るいは酸化触媒との間の熱媒体の循環をもたらす循環路の蓄熱器に対する出入り口に配設
されたバルブ８５、８６が閉鎖されて蓄熱器に対する蓄熱が実行されるように構成される
。
【００６７】
　以上の説明から理解されうるごとく、上述したような本発明の改質システムによれば、
オートサーマル方式の改質装置において、熱交換器により高温の改質ガスから移動された
熱の供給を受けて蓄熱しておくことができる蓄熱器を構成配置することで、改質触媒の改
質可能温度への到達時間の更なる短縮化を図ることを可能とし、且つ、電力消費という観
点においても優れた改質システムを提供することを可能とする。尚、以上において示され
た実施形態の本発明の改質システムは、内燃機関の吸気系に水素を供給する構成に適用す
るものとして示されているが、本発明の改質システムは、これに限られることはなく、例
えば、燃料電池へ水素を供給する構成などにも適用されてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　改質器
　２　　改質触媒
　３　　酸化触媒
　５　　熱交換器
　２１　　蓄熱器
　２２　　循環ポンプ
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